
補助対象生垣例

（×）上記の要件を満たしていない

６０cm以下なら（○）

＊原則として可。高さや状態によっては
不可の場合もある。道路より低い場合
も同様。

●道路面より高い位置に植栽されている場合（○）

（○）金網，アルミフェンス等で，道路側から生垣が
見通すことができ，地震等の災害時の危険性の少
ないもの

●生垣と道路の間の構造物

（○）対象，（×）対象外

●平面図（A） （○）道路に面している

道路（私道，農道等でも不特定多数の利用があれ
ば可。幅員４m未満の道路は不可。）

（×）道路に面していない
隣地境界線



（○）枝葉の触れ合うように列植されている

（×）樹木の間隔が開いている

１m未満

・２m以上ならば（○）

・苗木の植栽位置は中心線か
ら２ｍ２０～３０ｃｍ以上後退さ
せる。
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・道路からの距離は３m位まで（○）
・生垣の延長は５m以上が（○）

（×）生垣の高さが１m未満の場合

●平面図（B）

道路幅２m

・線で囲んだ部分は対象外です


